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高額療養費制度とは、1か月（１日～末日）の医療費や薬局などでの窓口支払いを自己
負担限度額までの支払いに抑えることができる制度です。
自己負担限度額は、所得によって異なります。 〈対象外：個室料、病衣リース（CSセット）など〉

高額療養費制度について

●今回は事例をもとに医療費制度についてご説明いたします。

70歳未満の高額療養費制度を利用

➡ あらかじめ『限度額適用認定証』の申請が必要
※詳細は加入している公的医療保険窓口（国保、協会けんぽ等）に確認！

★Aさんは、区分「オ」に該当
所得区分 自己負担限度額 多数該当

①区分ア（標準報酬月額83万円以上の方）
②区分イ（標準報酬月額53～79万円の方）
③区分ウ（標準報酬月額28～50万円の方）
④区分エ（標準報酬月額26万円以下の方）
⑤区分オ（低所得者）（被保険者が市区町村民税の非課税者等）

252,600円 ＋（総医療費－84,200円）×1％
167,400円 ＋（総医療費－558,000円）×1％
80,100円 ＋（総医療費－267,000円）×1％

57,600円
35,400円

140,100円
93,000円
44,400円
44,400円
24,600円

所得区分 標準負担額
現役並み所得者、一般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

460円
210円
160円
100円

➡ 『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請が必要

過去12カ月の入院日数 90日までの入院
90日を超える入院

B病院 １/20 入院 ～ 2/10 退院Aさん：６8歳
※Aさんは、B病院へ1月と2月分の医療費と食事代を支払います。

医療費負担割合：3割

総医療費
（10割負担）

〈1月分〉 約1,400,000円
　　　　　　　  （手術等含む）

〈2月分〉   約200,000円

計 約160万円の医療費発生！
3割負担でも約48万円の医療費に！

Aさんは上記制度を利用した結果、

といった自己負担額になりました。

入院費
〈1月分〉 35,400円（医療費）＋ 7,560円（1食210円×3×12日）＝ 42,960円

合計84,660円
〈2月分〉 35,400円（医療費）＋ 6,300円（1食210円×3×10日）＝ 41,700円

相談窓口
 ・医事課（1階）
 ・地域医療連携室
　 （2階）

 ・がん相談支援センター
　 （2階）　　

当院では、高額療養費制度の限度額区分が、ご本人様・ご家族様の同意のもと
で、オンライン確認できるようになりました（加入保険者により）。
「入院になるけど、限度額の区分はどこになるのかな？」「手続きがすぐにでき
ない」といった相談がありましたら、下記相談窓口にご相談ください。

▼ 自己負担額を軽減できる制度を利用しよう！

医療費
1

住民税非課税世帯の場合は
食事代も減額に！
★Aさんは、「低所得者Ⅱ」に該当

食事代
2

診療看護師 平木　達也

　診療看護師として4月より活動を開始しました平木
と申します。
　浜田医療センターには現在、私を含めて3名の診療
看護師が日々の診療にあたっています。先輩の診療
看護師は、外科、循環器内科にそれぞれに所属して活
動しております。
　診療看護師の教育が始まって約10年となりますが、
まだまだご存じない方も多いと思いますのでご紹介
させていただきます。
　診療看護師は米国等で活躍しているNurse  
Practitionerという看護職をモデルとした看護師
です。大学院の修士課程において、医学の知識や
初期医療の実践に関する専門教育を受けた看護師
であり、厚生労働省が推進しているチーム医療の
一端を担う役割として創設されました。諸外国の
Nurse Practitionerが受けている教育に準じた
所定のカリキュラムを修了した者は、診療看護師
（NP）として協議会認定を受け、日本各地の病院や
診療所、施設及び在宅等で活動しています。現在は
法整備も進められており、業務拡大を図れるように
変わりつつある状況です。
　診療看護師の認定を受けると、当院では1～2年
間、研修期間として各診療科をローテーションし、そ
れぞれの診療科での診療行為（例えば、外科であれ
ば手術に入って助手を行ったり、術後の患者さん管
理や傷の処置をしたりといったこと）を医師の指導
の下に実施し、知識、技術の向上を図れるよう日々活
動しています。
　診療看護師は、医師の包括的指示のもとに定めら
れた項目の「診療の補助」（いわゆる医療行為）を行
うことができます。また、侵襲の高い処置が実施で
きるだけではなく、患者さんを全体的に理解できる
よう、疾患に対する基礎知識や治療行為などについ
ても専門的な教育受けておりますので、担当の医師
が手術や外来などで手が離せない時に患者さんの
状態に変化があった場合には、診療看護師が医師の
指示のもと医師に代わって診察を行い、必要時には
検査や点滴の指示など初期対応を行います。状況に

よってはすぐに医師に対応してもらわなければなら
ないときもあり、そのような判断も診療の一要素と
してあります。救急外来でも同様に初期対応を行う
ことで検査結果等を医師にすぐ確認してもらえる状
況をつくり、早期に適切な治療が受けられるように
することも役割の一つです。診療看護師は治療と看
護（キュアとケア）両方の視点から患者さんと関わる
ことができるため、表情や体のわずかな変化に早期
に気付き、医師と協働しタイムリーに必要な医療や
看護が提供することで、患者さんの病状の早期発
見、症状悪化の予防につなげることができる存在だ
と考えております。
　診療看護師として活動を始めてまだ日が浅く、力
不足を感じる日々ですが、指導してくださる医師や
先輩の診療看護師、スタッフの皆様と協働しながら、
よりよい医療が提供できるよう努力してまいりま
す。診療看護師ともども浜田医療センターをよろし
くお願いいたします。
ご拝読いただきありがとうございました。

診療看護師の
活動について
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